


 

① 4-アセチル-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ 

[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類 

② 7-アリル-N,N-ジエチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ［4,3-fg］キノリン-9- 

カルボキサミド及びその塩類 

③ N,N-ジエチル-7-エチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9- 

カルボキサミド及びその塩類 

④ (E)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタ-2-エナミド及びその塩類 

⑤ N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルペンタンアミド及びその塩類 

⑥ 2-(ブチルアミノ)-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン及びその塩類 

⑦ メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3- 

ジメチルブタノアート及びその塩類 

 

 

（２）指定された物質を含む物 

   （１）に掲げる物質のいずれかを含有する物（ただし、元来これらの物質を含有する

植物を除く。）は指定薬物であり、規制の対象となる。 

 

２．施行期日 

   公布の日（令和２年２月 28日）から起算して 10日を経過した日 

（令和２年３月９日）から施行する。 

 


